
藤沢都市計画地区計画の変更（藤沢市決定） 

都市計画健康と文化の森地区地区計画を次のように変更する。 

名    称 健康と文化の森地区地区計画 

位    置 
藤沢市遠藤字打越、字西谷、字苅込、字矢崎、字諸之木、字笹窪上、字山崎、

字広谷、字菖蒲沢境、字秋葉原及び字谷ノ上並びに打戻字大谷地内 

面    積 約８０．５ｈａ 

地区計画の目標 

本地区は、「藤沢市都市マスタープラン」において、本市の都市構造形成の

ために配置された 6 つの都市拠点のひとつであり、慶応義塾大学湘南藤沢キャ

ンパスの持つ情報・環境・医療分野等の技術集積や学術・研究機能を核に、産

学公連携によるビジネス育成や国際交流の拠点を形成し、広域にわたる本市の

新たな活力創造の場の創出を目指している。 

本地区計画は、みらいを創造するキャンパスタウンの形成に向け、まちづく

りを行う上での４つのテーマ（視点）と位置付けている「環境共生のまちづく

り」「健康・医療のまちづくり」「農を活かしたまちづくり」「活力創造・文化・

交流のまちづくり」を展開することで、新しいライフスタイルを生みだし、持

続的に発展しつづけるまちの実現を目標とする。 
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土 地 利 用 の 

方 針 

周辺の田園環境と調和し、「健康と文化の森地区」にふさわしいまちの形成

をめざすため、特性に応じて地区を６つに区分し、それぞれ次の方針に基づき

土地利用を図る。 

（大学キャンパス地区）みどりに包まれた既存大学キャンパスの良好な環境の

保全を図るとともに、学校及び大学院の国際化や研究領域拡大に対応する機能

の導入を図る。 

（大学関連施設地区）大学キャンパス地区と一体となって教育・学術・研究機

能の充実を図るとともに生徒、学生及び教職員等の滞在施設の導入を図る。 

（地域交流・サービス施設地区）地域との交流を促進する商業・サービス施設

及び交流施設の導入を図る。 

（居住施設地区）既存住宅の生活環境の保全を図り、良好な低層住宅を配置す

るとともに、大学キャンパス地区の生徒、学生及び教職員等の研究活動を支援

するための小規模居住施設やその生活形成に必要な施設の導入を図る。 

（医療関連施設地区）周辺地域と連携した健康増進の取組や病気を未然に防ぐ

ための医療を展開するため医療関連施設の導入を図る。 

（健康と文化の森東側地区）土地区画整理事業を実施し、良好な住宅及び地域

生活を支える生活支援施設等の導入を図るとともに、産学公連携による学術・

研究機能のほか、文化・交流機能を配置する。 

地 区 施 設 の 

整 備 の 方 針 
周辺環境と調和した緑地及び保存すべき緑地を地区内に配置する。 
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建 築 物 等 の 

整 備 の 方 針 

地区計画の目標と土地利用の方針に基づき、大学キャンパス地区について

は、大学機能と環境の保全を図るため、建築物等の用途の制限、建築物の容積

率の最高限度、建築物の建蔽率の最高限度、建築物の敷地面積の最低限度等の

形態制限について定める。 

大学関連施設地区については、周辺田園環境と調和し、大学キャンパス地区

の機能と連携した敷地・建築物が整備されるよう、建築物等の用途の制限、建

築物の容積率の最高限度、建築物の建蔽率の最高限度、建築物の敷地面積の最

低限度等の形態制限について定める。 

地域交流・サービス施設地区については、大学キャンパス地区の機能と連携

した敷地・建築物の整備、誘導を図るとともに、地域交流の促進を図るため、

建築物等の用途の制限、建築物の容積率の最高限度、建築物の建蔽率の最高限

度、建築物の敷地面積の最低限度等の形態制限について定める。 

居住施設地区については、良好な住宅市街地を形成するため、建築物等の用

途の制限、建築物の容積率の最高限度、建築物の建蔽率の最高限度、建築物の

敷地面積の最低限度等の形態制限について定める。 

医療関連施設地区については、周辺環境との調和を図るため、建築物等の用

途の制限、建築物の容積率の最高限度、建築物の建蔽率の最高限度、建築物の

敷地面積の最低限度等の形態制限について定める。 

健康と文化の森東側地区については、土地区画整理事業の進捗にあわせ、土

地利用の方針に基づく施設等を誘導するとともに周辺環境にも配慮した形態

とする。 

緑 化 の 方 針 

「健康と文化の森地区」にふさわしい緑豊かな環境を保全、形成するよう、

敷地内緑化及び公共空間における緑化を図るため、敷地内の緑化の最低限度を

定めるとともに、樹林を適正に保全する。  

また、健康と文化の森東側地区を除く地区計画の面積に対する緑化面積（公

園の面積を含める。）の割合を概ね 40%とする。 
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緑 地 

第 1 号緑地 幅 15ｍ 長さ約 330ｍ 

第 2 号緑地 幅 15ｍ 長さ約 430ｍ 

第 3 号緑地 面積約 3,400 ㎡ 

第 4 号緑地 幅 15ｍ 長さ約 270ｍ 

第 5 号緑地 面積約 2,600 ㎡ 

第 6 号緑地 幅 15ｍ 長さ約 280ｍ 

第 7 号緑地 面積約 2,700 ㎡ 

第 8 号緑地 幅 15ｍ 長さ約 470ｍ 

第 9 号緑地 幅 15ｍ 長さ約 130ｍ 

第 10 号緑地 面積約 1,200 ㎡ 

第 11 号緑地 幅 15ｍ 長さ約 60ｍ 

第 12 号緑地 面積約 6,000 ㎡ 

第 13 号緑地 面積約 2,700 ㎡ 
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地
区
の
区
分 

地区の 

名 称 

大学 

キャンパス 

地区 

大学関連 

施設地区 

地域交流・ 

サービス施設 

地区 

居住施設地区 
医療関連施設 

地区 

地区の 

面 積 
約 32.6ha 約 3.3ha 約 1.4ha 約 0.7ha 約 6.4ha 

建 築 物 の 

用途の制限 

次に掲げる建築物以外の建築物は建
築してはならない。 

(1)学校 

(2)研究施設又は研究開発型施設（た
だし、本地区計画区域内の学校又は大
学院（以下「学校等」という。）と共
同で、若しくは連携して行う研究活動
又は学校等と事業者との産学連携に
よる新たな事業の創出に資する事業
活動を行う施設に限る） 

(3)事務所（ただし、前号ただし書き
に同じ） 

(4)寄宿舎 （ただし、主として学校等
の生徒、学生又は教職員等が居住する
ものに限る） 

(5)建築基準法別表第 2（い）項第 9号
の公益上必要なもの 

(6)前各号の建築物に附属するもの 

次に掲げる建築物
以外の建築物は建
築してはならない。 

(1)住宅 

(2)共同住宅及び寄
宿舎 （ただし、主
に学校等の生徒、学
生又は教職員等が
居住するものに限
る） 

(3)学校（ただし、
学校等に附帯する
施設に限る） 

(4)建築基準法施行
令第 130条の 5の 3
に掲げる店舗、飲食
店等の建築物で店
舗、飲食店等の用途
に供する部分の床
面積の合計が 3,000
平方メートル以内
のもの 

(5)事務所 

(6)工場（ただし、
食品製造及び加工
を行い、専ら相当量
の製品を一定のと
ころに納めるもの
に限る） 

(7)建築基準法別表
第 2（い）項第 9 号
の公益上必要なも
の 

(8)前各号の建築物
に附属するもの 

次に掲げる建築物
以外は建築しては
ならない。 

(1)住宅 

(2)住宅で事務所、
店舗その他これら
に類する用途を兼
ねるもののうち建
築基準法施行令第
130条の 3 で定める
もの 

(3)共同住宅及び寄
宿舎 （ただし、主
に学校等の生徒、学
生又は教職員等が
居住するものに限
る） 

(4)建築基準法別表
第 2（い）項第 9 号
の公益上必要なも
の 

(5)前各号の建築物
に附属するもの 

次に掲げる建築物
以外の建築物は建
築してはならない。 

(1)病院 

(2)学校等 

(3)研究施設又は研
究開発型施設（ただ
し、学校等と共同
で、若しくは連携し
て行う研究活動又
は学校等と事業者
との産学連携によ
る新たな事業の創
出に資する事業活
動を行う施設に限
る） 

(4)日用品の販売を
主たる目的とする
店舗（薬剤師が販売
又は授与の目的で
調剤の業務の用に
供するもの、または
医薬品の販売に供
するものに限る。以
下「薬局」という。）
の用途に供する部
分の床面積の合計
が 100 ㎡以内のも
の 

(5)建築基準法別表
第 2（い）項第 9号
の公益上必要なも
の 

(6)前各号の建築物
に附属するもの 
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建 築 物 の 

容 積 率 の 

最 高 限 度 

10 分の 8 

（3・3・9 遠藤
宮原線の境界か
ら 50ｍ以内の区
域については 10
分の 10） 

10分の 15 10分の 8 10分の 15 

建 築 物 の 

建 蔽 率 の 

最 高 限 度 

10 分の 5 

（3・3・9 遠藤
宮原線の境界か
ら 50ｍ以内の区
域については 10
分の 6） 

10分の 6 10分の 5 10 分の 5 

ただし、建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第53条第3項第2号に該当する建築物にあっては、10分
の1を加えたものとする。 

建 築 物 の 

敷地面積の 

最 低 限 度 

1,000 ㎡ 300 ㎡ 

300 ㎡ 
ただし、薬局の

みの利用に供する
敷地についてはこ
の限りでない。 

165 ㎡ 

1,000 ㎡ 
ただし、薬局の

みの利用に供する
敷地についてはこ
の限りでない。 

ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りでない。 

１ 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用する土地 
２ 土地区画整理事業により換地された土地で、当該地区の規定に適合しないものについて、所有権そ
の他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの 

壁 面 の 

位 置 の 

制 限 

建築物の外壁又はこれに代わる
柱の面から道路又は隣地境界線ま
での距離は、3ｍ以上とする。ただ
し、バス停留所の上屋及び便所につ
いては、この限りでない。 

建築物の外壁
又はこれに代わ
る柱の面から、
3・3・9 遠藤宮原
線までの距離は 3
ｍ以上、その他の
道路又は隣地境
界線までの距離
は 1ｍ以上とす
る。ただし、次の
各号のいずれか
に該当する建築
物の部分につい
ては、この限りで
ない。 

(1)物置その他こ
れらに類する用
途に供し、軒の高
さが 2.3ｍ以下
で、かつ、床面積
の合計が 5 ㎡以
内であるもの 

(2)外壁又はこれ
に代わる柱の面
の中心線の長さ
の合計が3ｍ以下
であるもの 

(3)自動車車庫の
用途に供し軒の
高さが2.3ｍ以下
であるもの 

建築物の外壁
又はこれに代わ
る柱の面から道
路又は隣地境界
線までの距離は、
1ｍ以上とする。
ただし、次の各号
のいずれかに該
当する建築物の
部分については、
この限りでない。 

(1)物置その他こ
れらに類する用
途に供し、軒の高
さが 2.3ｍ以下
で、かつ、床面積
の合計が 5 ㎡以
内であるもの 

(2)外壁又はこれ
に代わる柱の面
の中心線の長さ
の合計が3ｍ以下
であるもの 

(3)自動車車庫の
用途に供し軒の
高さが2.3ｍ以下
であるもの 

建築物の外壁
又はこれに代わ
る柱の面から道
路又は隣地境界
線 ま で の 距 離
は、3ｍ以上とす
る。ただし、バ
ス停留所の上屋
及び便所につい
ては、この限り
でない。 
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建 築 物 の 

高 さ の 

最 高 限 度 

建築物は、地
盤面から次に掲
げる高さを超え
てはならない。 

建築物は、地盤面（土地区画整理法（昭和 29 年法律第
119 号）第 98 条第 1 項に規定する仮換地について使用又
は収益を開始することができる日における地盤面をい
う。）から次に掲げる高さを超えてはならない。 

建築物は、地
盤面から次に掲
げる高さを超え
てはならない。 

25ｍ 

15ｍ 

ただし、住宅
を含む建築物の
高さは 10ｍ以下
とする。 

10ｍ 25ｍ 

緑 化 率 の 

最 低 限 度 

10 分の 5 10 分の 3 

10 分の 1.5 
ただし、薬局の
みの利用に供
する敷地につ
いてはこの限
りでない。 

10 分の 1.0 

10 分の 3 

ただし、薬局
のみの利用に供
する敷地につい
てはこの限りで
ない。 

緑化率の算定は、藤 沢 市 緑 の 保 全 及 び 緑 化 の 推 進 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 (平 成 21
年 6 月 30 日 規 則 第 24 号 )に 定 め る 緑 地 面 積 の 算 定 方 法 及 び 植 栽 基 準 に よ る も
の と す る 。  

か き 又 は 

さ く の 構 

造 の 制 限 

敷地境界線に設けるかき又は
さくの構造は、門柱、門扉その他
これらに類するものの部分を除
き、生け垣又は透視可能なフェン
ス等とする。 

道路又は公園に面するかき又はさ
くの構造は、生け垣又は透視可能な高
さ 1.5ｍ以下のフェンス等とする。た
だし、門柱、門扉その他これらに類す
るもの又はフェンス等の基礎で高さ
が 0.6ｍ以下のものにあっては、この
限りではない。 

敷地境界線に
設けるかき又は
さくの構造は、
門柱、門扉その
他これらに類す
るものの部分を
除き、生け垣又
は透視可能なフ
ェ ン ス 等 と す
る。 

土

地

利

用

の

制

限 

緑 化 に 

関 す る 

事 項 

3・3・9 遠藤宮原線に面する部分（敷地の出入口を除
く。）については、幅 3ｍ以上の植栽帯を設ける。 

  

「区域、地区整備計画の区域及び地区施設の配置は計画図表示のとおり」 

 

理由 

別添理由書のとおり 


